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１ はじめに 

  国は、急速な少子化の進行等を踏まえ、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、か

つ、育成される環境の整備を図るため、「次世代育成支援対策推進法（以下「次世代法」と

いう。）」を制定し、次世代育成支援対策推進を迅速かつ重点的に推進しています。 

  また、女性がその個性と能力を十分に発揮し、職業生活において活躍することを通じて、

豊かで活力ある社会の実現を図るため、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律

（以下「女性活躍推進法」という。）」を制定し、女性の職業生活における活躍についても

推進しています。 

  当消防組合では、これら２つの法律に基づき、職員のワーク・ライフ・バランスを推進

するとともに、性別問わず働きやすく活躍できる職場環境の整備を目的として、平成 29 年

に「春日・大野城・那珂川消防組合特定事業主行動計画」を策定しました。 

また、令和３年４月には「春日・大野城・那珂川消防組合特定事業主行動計画（第２期計

画）（以下「第２期計画」という。）」として、女性職員の更なる活躍と働き方改革の推進に

向けて取組を進めてきました。 

  そのような中、第２期計画の計画期間が令和８年３月 31 日をもって満了することから、

「春日・大野城・那珂川消防組合特定事業主行動計画（第３期計画）（以下「第３期計画」

という。）」を新たに策定することとなりました。第３期計画では、第２期計画の目標値や

取組の見直しを図るとともに、これまでの取組を踏まえ、市民の安全・安心を支えるため、

当消防組合に勤務する全ての職員が心身ともに健康に、いきいきと働ける職場環境の一層

の向上を目指し、引き続き取組を進めていきます。 

 

２ 計画期間 

令和８年４月１日から令和 13 年３月 31 日までの５年間を計画期間とします。ただし、

社会情勢等の変化を踏まえ、必要に応じて適宜見直しを行います。 

 

３ 対象となる職員 

当消防組合の職員（再任用職員及び会計年度任用職員を含む。）とします。 

 

４ 計画の推進体制 

  組織全体で継続的に次世代育成支援推進及び女性職員の活躍を推進するため、特定事業

主行動計画推進委員会において、本計画の策定・変更、本計画に基づく取組の実施状況・

数値目標の達成状況等について協議を行うこととします。 
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５ 第２期計画の取組状況 

⑴ 働き方改革を推進するための取組について 

   数値目標：令和６年度までに年次有給休暇取得日数が 12 日未満の職員を０％にする。 

計画期間 年度 
12日未満 平均取得日数 

毎日勤務 隔日勤務 全体 全体 

第１期計画 

平成29年度 35.7％ 13.7％ 16.8％ 16.1日 

平成30年度 6.3％ 6.1％ 6.1％ 18.3日 

令和元年度 6.3％ 3.0％ 3.5％ 19.3日 

令和２年度 ０％ 1.8％ 1.5％ 19.0日 

第２期計画 

令和３年度 ０％ 1.8％ 1.5％ 17.8日 

令和４年度 ０％ 1.2％ 1.0％ 18.2日 

令和５年度 6.3％ 0.6％ 1.5％ 18.5日 

令和６年度 ０％ ０％ ０％ 18.9日 

 

・組織全体で年次有給休暇が取得しやすい職場環境づくりのための取組を行った結果、

職員一人一人に意識定着が図られ、令和６年度に全体として数値目標を達成すること

ができた。 

・平均取得日数も高い水準を維持しており、職員一人一人がワーク・ライフ・バランスを

大切にし、仕事と私生活の調和が保たれていると言える。 

 

⑵ 子育てを積極的に行うことができる環境づくりのための取組について 

数値目標：令和６年度までに男性職員の育児参加休暇取得率を 50％以上にする。 

計画期間 年度 育児参加休暇取得率 目標 

 令和２年度 46％  

第２期計画 

令和３年度 50％ 

50％ 
令和４年度 41.6％ 

令和５年度 25％ 

令和６年度 22％ 

 

・令和３年度に数値目標を達成して以降、取得率が減少傾向にある。 

・年次有給休暇と同様、子育てを積極的に行うことができる職場環境は整っているため、

全職員に対して休暇制度の種類やその意義について周知していく必要がある。 
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⑶ 女性の職業生活における活躍の推進のための取組について 

 ① 数値目標：令和７年度までに女性職員の割合を５％以上にする。 

計画期間 年度 

消防職員 消防吏員【参考】 

全体 
うち 

女性 

女性 

割合 
全体 

うち 

女性 

女性 

割合 

第１期計画 

平成29年度 203人 ６人 3.0％ 202人 ５人 2.5％ 

平成30年度 206人 ８人 3.9％ 205人 ７人 3.4％ 

令和元年度 209人 ８人 3.8％ 208人 ７人 3.4％ 

令和２年度 210人 ８人 3.8％ 209人 ７人 3.3％ 

第２期計画 

令和３年度 210人 ９人 4.3％ 209人 ８人 3.8％ 

令和４年度 206人 10人 4.9％ 205人 ９人 4.4％ 

令和５年度 203人 10人 4.9％ 202人 ９人 4.5％ 

令和６年度 206人 10人 4.9％ 205人 ９人 4.4％ 

令和７年度 208人 ８人 3.8％ 208人 ８人 3.8％ 

 

・女性職員の定年退職等もあり、令和７年度時点での消防吏員に占める女性消防吏員

の割合は3.8％となっている。 

・目標達成（職員採用）のためには、優秀な人材に多く受験してもらう必要があること

から、当消防本部の広報を幅広く行っていく必要がある。 

 

② 数値目標：令和７年度までに採用試験における女性受験者の割合を５％以上にする。 

計画期間 年度 
第１次試験受験者 

全体 うち女性 女性割合 

第１期計画 

平成29年度 101名 ４名 4.0％ 

平成30年度 122名 ３名 2.5％ 

令和元年度 153名 １名 0.7％ 

令和２年度 143名 ５名 3.5％ 

第２期計画 

令和３年度 145名 ７名 4.8％ 

令和４年度 採用試験未実施 

令和５年度 125名 ９名 7.2％ 

令和６年度 106名 ２名 1.9％ 

令和７年度 161名 ８名 5.0％ 

 

・優秀な人材に多く受験してもらうため、２種類の採用募集ポスターの作成、ホームペ

ージやＳＮＳ等の活用、各事業所への掲示を実施 

・広報活動の成果もあり、受験者に占める女性受験者の割合が令和５年度は7.2％、令

和７年度は5.0％となっている。 

・数値目標を継続して達成するためには、合同就職説明会、ＳＮＳ等を積極的に活用

し、当消防本部の広報活動を多岐にわたり実施していく必要がある。 
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６ 第３期計画の具体的な取組内容 

  前計画の取組状況を踏まえ、第３期計画では更なる実効性の向上が図られるよう見直し

を図るとともに、目標達成に向けて次のとおり取組を行うこととします。 

⑴ 働き方改革を推進するための取組（次世代法関係） 

① 時間外勤務の縮減 

 ア 所属長が取り組むこと 

  ■ 事務の簡素化・効率化を図り、業務体制や業務配分の適正な見直しを行い、業務

の平準化を行う。 

  ■ 毎週水曜日に定めるＮＯ残業デーを職員に意識定着させる。なお、水曜日の定

時退庁が困難な場合は、実情に応じて別の日を定時退庁日とする等、少なくとも

週に１回は定時退庁できる職場環境をつくる。 

  ■ ＮＯ残業デーは、始業後のミーティング又は終業時の声掛けにより、定時退庁

を促す。 

イ 全職員が取り組むこと 

■ 一人一人が業務の効率化を念頭に置き、時間外勤務を縮減できるよう計画的に

業務を進める。 

  ② 休暇取得の促進 

   ア 所属長が取り組むこと 

■ 所属職員の年次有給休暇の取得状況を把握し、自ら率先して取得するなど、年

次有給休暇を取得しやすい職場環境づくりに努める。また、取得日数の少ない職

員に取得を促す。 

■ 職員が毎月最低１日を目安に休暇を取得できるように、計画的な取得促進に努

める。 

■ 毎日勤務者については、年末年始、ゴールデンウィーク、土日、休日等に、年次

有給休暇の取得を組み合わせた連続休暇の取得を促進する。 

■ 交替制勤務者については、最低人員を考慮し、できる限り休暇の取得を促進す

る。 

イ 総務課が取り組むこと 

■ 職員に対し、定期的に休暇の取得促進のための啓発を行う。 

■ 新規採用者研修時に各種休暇制度について説明を行う。 

   ウ 全職員で取り組むこと 

■ 所属職員間で業務を相互にサポートし、計画的に休暇が取得できるように協力

する。 

■ 子どもの夏、冬、春休み等に合わせて連続した休暇の取得や、家族の誕生日、記

念日等における計画的な休暇の取得促進を図る。 

③ 不妊治療と仕事の両立支援 

    所属長が取り組むこと 

■ 不妊治療を希望する職員が特別休暇の取得等により、治療を受けやすい職場環境

を整備する。 
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⑵ 子育てを積極的に行うことができる環境づくりのための取組（次世代法・女性活躍推

進法一体関係） 

① 妊娠中及び出産後における配慮 

ア 所属長が取り組むこと 

 ■ 職員から妊娠している（配偶者が妊娠している）ことの報告を受けた場合には、

母体保護の観点から、必要に応じ業務分担の見直しを行う。 

 ■ 妊娠中及び出産後１年未満の女性職員に対しては、原則として時間外勤務（非

常招集を含む。）を命じないこととする。 

イ 総務課が取り組むこと 

■ 職員から妊娠していることの報告を受けた場合には、当該職員に対し、育児休業

等に関する制度や手続について、個別に説明を行う。 

ウ 全職員で取り組むこと 

■ 妊娠している職員や配偶者が妊娠している職員をサポートし、育児休業等に関

する制度が取得しやすい雰囲気を作る。 

② 妻の産前・産後期間中における男性職員の育児参加の促進 

ア 所属長が取り組むこと 

    ■ 父親となる全ての男性職員が目的に応じて「配偶者出産休暇」を有効に活用で

きるように促進する。 

    ■ 父親となった男性職員が養育のため「男性職員の育児参加休暇」を有効に取得

できるように環境づくりを行い、取得を促進する。 

イ 総務課が取り組むこと 

    ■ 必要に応じ、職員に対して配偶者出産休暇、男性職員の育児参加休暇等の各種

休暇制度の説明を行う。 

③ 育児休業等を取得しやすい環境整備等 

ア 所属長が取り組むこと 

■ 育児休業等を取得する職員の業務が、必要に応じて周囲の職員によっても処理

できるよう日頃から業務に関する情報の共有化を推進するとともに、育児休業等

を取得した職員の業務が円滑に処理されるよう業務分担の見直しを行う。 

■ 男性職員も育児休業、育児短時間勤務又は部分休業を取得できることについて

の周知等を行い、男性職員の希望を十分に尊重した上でこれらの取得を促進する。 

特に、配偶者が就労している男性職員については、配偶者が育児休業を終えて職

【数値目標１】 

年次有給休暇取得日数が 12 日未満の職員０％を維持する。 

 

【数値目標２】 

 年次有給休暇取得平均日数 18 日以上を維持する。 
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場復帰する際など、育児休業の取得を積極的に促進する。 

■ 日頃から職員とのコミュニケーションを図り、育児休業等の利用について、職員

が相談しやすい職場環境づくりに努める。 

   イ 総務課が取り組むこと 

    ■ 必要に応じ、職員に対して育児休業等に関する制度の説明を行う。 

   ウ その他の取組 

    ■ 子を養育する職員で非常招集に応じられないおそれのある者は、あらかじめ所

属長と面談を行い、任命権者は、その内容により非常招集を免除する等の必要な

措置を講じるよう努める。 

④ 育児休業からの復帰支援 

ア 所属長が取り組むこと 

■ 育児休業を取得した職員の復帰に際して、必要に応じて業務分担の見直しを行

うなど、職員が円滑に職場復帰できるよう配慮する。 

イ 総務課が取り組むこと 

■ 育児休業を取得した職員の円滑な職場復帰のために個別相談や質問に対応し、

その支援に努める。 

ウ 全職員で取り組むこと 

■ 育児休業から復帰した職員が業務に慣れるまでサポートを行う。 

  ⑤ 子の看護等休暇の取得促進 

所属長が取り組むこと 

   ■ 全ての職員が子の看護等休暇を取得しやすい環境を整備する。 

  ⑥ 早出遅出勤務制度の活用 

    所属長が取り組むこと 

■ 毎日勤務者については、育児や介護の状況に合わせ、フルタイムで働きながら１

日の時間を有効に使えるよう、制度を活用しやすい環境を整備する。   

 

 

 

  

【数値目標３】 

 令和 12 年度までに配偶者出産休暇又は男性職員の育児参加休暇取得率を 100％にする。 

 

【数値目標４】 

 令和 12 年度までに２週間以上の育児休業取得者を 85％以上にする。 
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⑶ 女性の職業生活における活躍の推進のための取組（女性活躍推進法関係） 

① 採用試験における女性受験者の確保 

総務課が取り組むこと 

■ 総務省消防庁、大学、高等学校、専門学校、企業等が実施している就職説明会や

官庁自治体説明会等に積極的に参加し、消防における女性職員の活躍についてＰＲ

する。 

■ 活躍する女性職員をＰＲするため、ホームページ、ＳＮＳ等を活用した広報活動

を実施する。 

② 女性職員の職域拡大 

    消防本部が取り組むこと 

■ 女性職員がライフイベント（結婚、出産、子育て等）を経験した後も仕事や昇進

に対する意欲を高めるため、ライフイベントを迎える前の若手のうちに公務の魅力、

仕事の面白さを認識できるよう多様な職務機会を付与する。 

■ 女性職員のキャリア形成のため、消防大学校や消防学校をはじめとする各種研修

会等への参加を推進するとともに、計画的な人事ローテーションを実施し、多様な

ポストに積極的に配置する。 

③ その他の取組 

■ セクシュアルハラスメント等の対策整備 

所属長は、セクシュアルハラスメント等の防止に向けて、良好な職場環境の確保

に努める。また、総務課において相談等の窓口について周知を行う。 

面談や職員アンケートなど、あらゆる方策によりハラスメントの芽を摘み、職員

個人を尊重し、働きやすい環境づくりを徹底する。 

■ 施設及び装備の改善 

庁舎改修の機会を捉え、女性専用トイレ、浴室、仮眠室等の施設整備を推進する。

また、女性職員の要望に応じて、女性用の被服・装備品の導入を積極的に検討する。 

■ 女性の活躍情報の「見える化」の推進 

女性の職業選択に資する情報についてホームページを活用し、公表する。 

■ 状況の把握 

所属長は、必要に応じて女性職員と面談を行い、取組効果及び行動計画の浸透状

況の把握に努め、環境改善を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

【数値目標５】 

令和 12 年度までに女性消防吏員の割合を５％以上にする。 

 

【数値目標６】 

令和 12 年度までに採用試験における女性受験者の割合を５％以上にする。 


